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第１章 計画にあたって 
 

1-1 計画の目的 
 

近年、国全体で人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い、空家等が年々増加しています。 

特に、適切な管理が行われず放置されている状態の空家等は、建物の倒壊や放火など安全性の低下、

不審者の侵入などの防犯上の問題、雑草繁茂やごみの投棄による異臭、害虫の発生などの公衆衛生の

悪化、景観の阻害等、住民の生活環境に深刻な影響を与えており、今後、このような空家等が増加す

れば、これらの問題が一層深刻化することが懸念されます。 

しかしながら、管理不全となる空家等であっても、個人所有の財産であるため行政の管理制限が及

ばないことや、長年相続が放棄されたため所有者の特定が困難であるなど、様々な要因により解決が

困難なものが存在します。 

このような状況の中、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため「空家等の推進に関

する特別措置法」（以下、「空家法」という。）が、平成２７年５月に施行されました。 

空家法において、空家等の適切な管理について、第一義的には空家の所有者に責任があることを前

提としながら、住民に最も身近な市区町村が、適切な管理や利活用、特定空家の認定及び措置などの

空家等対策の実施主体として位置付けられています。 

安八町では、平成２９年３月に空家法第６条の規定に基づき、空家等対策の基本的な方向等を「安

八町空家等対策計画」において定め、空家等への対策を講じ、空家等の適切な管理と活用を促進する

ことにより、移住・定住の促進と、まちづくりの活性化を図ってきました。 

今回、現行計画が令和４年度末までであるため、これまでの取組内容の検証及び課題を整理し、本

計画を改定し、当初計画で取り組んできた内容を継承し、本計画を改定するものであります。 
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本計画で対象とする空家等は、空家法第２条第１項の「空家等」及び第２項で規定する「特定空家

等」とします。 

 

【定義】 

空家等（空家法第２条第１項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であ

るもの及びその敷地（立木その他の土地に定着するものを含む）をいう。ただし、国又は地方公共団

体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

特定空家等（空家法第２条第２項） 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、又は、著しく衛生上有害と

なるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家

等をいう。 

 

危険空家等 

特定空家等又は特定空家等に該当する可能性のある空家として県と市町村が情報を共有し、共同

して対処する必要がある空家等をいう。 

 
※使用がなされていないことが常態とは 

「おおむね年間を通して建築物等の使用実績がないこと」をいう。 

（空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針） 

※建築物とは 

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、又は壁を有するもの、これに附属する門、又は塀等をいう。 

（建築基準法第2条1項） 
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1-2 計画の位置付け 
 

本計画は、空家法第６条に基づき、基本指針に即して定めることができる空家等に関する対策につ

いての計画です。本町では、上位計画として「安八町第六次総合計画」「まち・ひと・しごと創生安

八町総合戦略」を策定しており、上位関係計画及び法規と連携して本計画を推進します。 

 

◆計画の位置づけ 

 

 

1-3 計画期間 
 

本計画の計画期間は、空家法附則第２項において「政府は、この法律の施行後５年を経過した場合

においてこの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討

を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と記載されていることや、５年ごと

に実施される国の住宅・土地に関する調査における空家の動向等を考慮し、令和５年度から令和９年

度の５年間とします。 

なお、本計画については、定期的に施策の実施状況について評価を行うものとします。 
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参考 国における動き 
 

空家法の施行によって、地方自治体は「空家等対策計画」の策定による空家等の実態把握や「特定

空家等」に対する立入り調査、所有者等への勧告や命令等が可能となりました。 

近年、空家等の数が増加し続けていることから、令和５年３月３日に、空家等の活用拡大、管理の

確保、特定空家等の除去等に総合的に取り組むための「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部

を改正する法律」が閣議決定されています。 

 

出典：国土交通省  
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第２章 空家の現状 
 

2-1 人口と世帯数の推移 
 

本町の人口は、平成２２（２０１０）年の１５,２７１人をピークに、それ以降は、減少傾向とな

っています。令和２（２０２０）年には１４,３５５人と１０年間で９００人以上減少しています。 

年齢区分別の人口比率を見ると、０～１４歳（年少人口）、１５～６４歳（生産年齢人口）は平成

７年（１９９５）年以降概ね減少している一方、６５歳以上（高齢者人口）は増加傾向となっており、

令和２年時点では年少人口が１３.１％、生産年齢人口が５７.９％、高齢者人口が２８.６％となっ

ています。 

◆人口および年齢区分別人口の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」 

※割合はそれぞれ四捨五入しているため、合計が１００％にならない場合があります。 

 

世帯数および１世帯あたり人員の推移を見ると、人口が減少している中、世帯数は横ばいとなって

います。１世帯あたり人員は減少し、令和２（２０２０）年には２.９人／世帯と３人を下回ってい

ます。 

◆世帯数と１世帯あたりの人員の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」  
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2-2 全国的な空家の動向との比較 
 

全国の空家等の推移をみると、平成１５年から平成３０年まで増加傾向にあり、平成３０年には約

８５０万戸に及んでいます。また、空家率（総住宅数に占める空家数の割合）に関しても、平成１５

年から増加し、平成３０年には１３．６％となっています。 

また、岐阜県の空家率についても増加しており、平成３０年には１５．６％となっています。全国

と比べて、岐阜県は空家率が高い傾向にあります。 

 

◆全国の総住宅数、空家数及び空家率の推移 

 

 

◆岐阜県の総住宅数、空家数及び空家率の推移 

 

出典:平成 30 年住宅・土地統計調査 

 

 

        
                        

                    

     

     
          

    

    

    

    

    

     

     

     

     

   

       

       

       

       

       

       

       

       

                    

          

    

     
               

                 

     

     

     
     

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

   

    

    

    

    

     

     

                    

          

    



- 7 - 

本町の空家率は、全国及び岐阜県と比べ、低い傾向になっています。平成１５年から平成２０年で

は、７．５％から１０．９％と増加傾向にありますが、平成２０年から平成２５年では１．７％減少

して９．２％となっています。また、令和４年度の実態調査では、空家率は３．７％と低くなってお

り、実際の空家数は統計調査よりも低い結果となっております。 

なお、本町では人口減少と高齢化が進行していることから、今後さらに空家等が増加していくこと

が想定されます。 

 

◆安八町の総住宅数、空家数及び空家率の推移 

 

※令和 4 年は実施調査結果を反映 

出典:平成 25 年住宅・土地統計調査および令和 4 年実施調査結果 
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2-3 安八町における空家の実態調査 
 

(1) 調査概要 

空家法第９条では、「市町村長は、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査

その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる」とされています。 

本町では、空家等対策計画の策定に先立ち、そのベースとなる空家等の実態を把握するため、町内

全域の全ての地域を対象に、空家等の特定と外観目視による老朽度・危険度評価調査を令和４年９月

に実施しました。 

 

(2) 調査内容 

① 空家等実態調査 

     区長からの空家情報と民間の空家情報※1を水道給水データとマッチングし、２２８件の

建物を抽出しました。外観目視による調査を実施し、空家等の現況の把握をしました。 

※１民間の空家情報・・・株式会社ゼンリンが町内の空家と思われる対象物件をリスト化して作成したデータ 

    

・調査対象： ２２８件の町内の住宅および建築物 

   ・実施期間： 令和４年９月１６日 ～ 令和４年１０月３１日 

   ・調査内容： 目視による公道からの実態調査（老朽度・危険度等の確認含）  

          

（空家の判断基準） 

・郵便受けにチラシやダイレクトメールが大量に溜まっている 

・窓ガラスが割れたまま、カーテン・家具がない 

・門から玄関まで草が生えていて、出入りしている様子が伺えない 

・売り・貸し物件の表示がある 

・電気メーターが動いていない、取り外されている等 

・敷地内にゴミの不法投棄がある 

・腐朽・破損がある 

     これらの基準を基に総合的に判断し、空家の特定を行いました。 

 

     空家として特定されたものについては、以下の情報について取得しデータベースの元と

なるものとしました。 

所在地情報 住所、位置座標（世界測地系、緯度・経度） 

建築物情報 建築物用途（戸建住宅・長屋住宅・店舗等）、建築物階数等 

景観情報 

門柱及び塀の損傷、傾きの有無、雑草の繁茂の有無、立木の腐朽又は倒壊

の有無、近隣道路へのはみ出しの有無、ごみ等の放置又は不法投棄の有

無、小動物の棲家の有無等 

その他 写真データ 
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(3) 調査結果 

 

◆現地外観目視調査での確認数量(箇所数) 

 

 

 

 

 

   空家等の可能性が高いと判断した、２２８箇所（敷地）を外観目視調査した結果は次のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

◆空家等の内訳（建物用途別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定調査 

箇所数 
調査箇所数 

内訳 

空 家 非空家 

２２８ ２２８ １６４ ６４ 

空家の可能性が高い箇所数：１６４件、建物棟数： １９６棟 

住宅の区分 市街化区域内 調整区域内 合計 

住  宅 ４７ １０２ １４９ 

非 住 宅 ９ ６ １５ 

合  計 ５６ １０８ １６４ 

（単位：件） 

（単位：件） 
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○状態による区分 

空家等には、老朽・腐朽が著しく倒壊等の危険性があり、また、衛生上・景観上支障となるような

特定空家等（空家法第２条第２項に規定する特定空家等をいう）。と認めて補修や除却等の指導等を

行うべきものと、利活用を推進していくべきもの等があります。 

これらを念頭に、収集した空家のデータを下表のとおりＡからＤまでの４つの区分にしました。 

 

ランク 基準 

Ａ 損傷がなく、管理に特段の問題がないもの 

Ｂ 一部に損傷等がみられ、小規模な修繕が必要なもの 

Ｃ 主体構造以外に著しい損傷がみられ、中～大規模な修繕が必要なもの 

Ｄ 
主体構造に著しい損傷があり、複数個所に損傷がみられ大規模な修繕や除去

が必要なもの 

 

Ａ～Ｄ区分の判断については、現場での外観目視により行い、その結果については次のとおりです。 

 

◆空家等の内訳（箇所数） 

地区名 
不良度判定 

空家総数 
状態Ｃ・Ｄ 

空家件数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

結地区 25 23 13 2 63 15 

名森地区 38 32 7 8 85 15 

牧地区 8 8 0 0 16 0 

合計 71 63 20 10 164 30 

 

※この空家の分類は外観目視により一次判定した結果であり、対象候補を挙げるために危険側にみている。 

（内訳） 

区域 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計 

市街化区域内 17 24 10 5 56 

調整区域内 54 39 10 5 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：件） 
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2-4 所有者等へのアンケート調査 
 

(1) アンケート調査の目的 

実態調査で把握した空家等の可能性が高い１５２件（以下、「対象建物」という）について、その

発生要因や所有者等が抱える問題、今後の利用意向等を把握することを目的としてアンケート調査

を実施しました。 

 

アンケート調査の実施要領は、以下のとおりです。 

 

調査期間 

調査対象 

調査方法 

回収状況 

令和4年12月22日 ～ 令和5年1月16日 

空家等の可能性が高い152棟※（建物の納税者、対象建物のある土地の納税者） 

郵送による配付・回収 

【配付数】152票 【有効回収数】85票 【有効回収率】55.92％ 

 

〇アンケート送付対象者  

空家等と思われる家屋を、所有または管理していると思われる方（以下：所有者等）については、

家屋登記簿で確認するほか、固定資産台帳に記載のある所有者や管理者、またはその納税管理人等を

所有者等としました。 

 

〇アンケート送付件数（所有者等判明数）１５２件  

うち町内所有者    ７２件（送付数に対し４７.４％）  

うち町外県内所有者  ５０件（  〃    ３２.９％）  

うち県外所有者    ３０件（  〃    １９.７％） 

 

〇アンケート送付回答状況 

アンケート返却率 ５５.９２％  

アンケート返却数    ８５件  

うち町内所有者    ４２件（全返却数に対し４９.４％）  

うち町外県内所有者  ２７件（   〃     ３１.８％）  

うち県外所有者    １６件（   〃      １８.８％） 

 

※実態調査の結果、本町では164件が対象建物として抽出されました。164件のうち、12件については、建物の納税者

等、建物のある土地の納税者等が不明であったため、152件を対象に調査を実施しました。 
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(2) 調査結果 

アンケート調査の結果は、以下のとおりです。 

 

対象建物の使用状況について 

 

 

 

対象建築物の建築時期について 

 

 

 

 

 

 

 

・「1970年（昭和45年）以前」が35件（41.2％）で最も多く、次いで「1971年（昭和46年）～1980年（昭和55

年）」が20件（23.5％）となっています。 

・建築時期が1980年（昭和55年）以前の55件（64.7％）は旧耐震基準のもとでの建築であり、地震災害時に倒

壊の可能性が高くなっています。 



- 13 - 

対象空家の現状と発生要因について 

〇対象空家に住まなくなったのはいつからか 

 

 

 

「2.平成」が45件（52.9％）で最も多く、次いで「3.令和」が21件（24.7％）となっています。 

新たな空家が発生していることが確認されました。 

 

〇空家となった理由 

 

 
 

「5.住んでいた人が死亡した」は29件（34.1％）が最も多く、次いで「4.住んでいた人が、施設入居・入院した」

が12件（14.1％）となっています。 
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対象建物の管理について 

〇維持管理について 

 

 

 

 

〇建物の状況について 

 

 

 

「2.多少修繕をすれば住める」が26件（30.6％）と最も多く、次いで「3.劣化が進んでおり、住むためには大規模

な修繕が必要」が25件（29.4％）となっています。 

 

  

「1.定期的に自分または関係者点検している」が40件（47.1％）と最も多く、次いで「2.不定期に自分または

関係者が点検している」が23件（27.1％）となっています。 

他、「4.ほとんど何も行っていない」は12件（14.1％）となっています。 
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〇維持・管理について困っていること 

 

 

 

「1. 管理する時間がない」は20件（19.6％）が最も多く、次いで「3. 身体的、年齢的問題」が19件（18.6％）「4. 

距離が遠い」が18件（17.6％）となっています。 

 

〇維持・管理の状態 

 

 

  

「2.多少の修繕をすれば住める状態である」が26件（30.6％）と最も多く、次いで「3.劣化が進んでおり、住む

ためには大規模な修繕が必要である」が25件（29.4％）となっています。 
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対象建物の今後の活用について 

〇対象空家等の今後の活用、処遇について 

 

 

 

「3.他に売却する」は 30 件（22.2％）が最も多く、次いで「9.予定なし、未定」が 25 件（18.5％）「7.空家を解

体する」が 24 件（17.8％）と多くなっています。全体としては、売却や賃貸、解体等が多く、自ら利用する意向

は少ない傾向にあります。 

 

〇対象空家の今後の活用について困っていること 

 

 

 

「1.今後利用予定はないのでどうしたらよいかわからない」は 26 件（18.6％）が最も多く、次いで「2.解体した

いが解体費用の支出が困難である」が 21 件（15.0％）「6.売却したいが売却相手が見つからない」が 20 件（14.3％）

となっています。全体として解体したいものの、費用の面（解体費、固定資産税）での不安が多い傾向にあります。 
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安八町空家バンク制度について 

〇空家バンク制度について 

 

 

 

「制度の内容を知らない」が52件（61.2％）で最も多く、半数以上を占めます。 

「制度の内容を知っている」が16件（18.8％）となっています。 

 

〇空家バンク制度についての考え 

 

 

 

「5.登録したくない」が35件（41.2％）で最も多く、「3.条件によっては登録したい」が14件（16.5％）「1.登録

してみたい」11件（12.9％）となっています。全体として35パーセントの方が登録について関心があります。 
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〇空家バンクに協力できる場合どのような内容で協力できるか 

 

 

 

「2.市場価格での売却」が19件（22.4％）で最も多く、「1.低価格での売却」が9件（10.6％）となっています。 

 

〇対象空家を貸出しする時の条件について 

 

 

 

「1.現状のままでよいなら貸出しする」が2件（50.0％）、「2.補修、修繕費を自己負担して貸出しする」が0件

（0％）となっています。 
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【調査結果よりわかること】 

 

・空家等の発生要因について 

「所有者の死亡等」による相続等による取得が最も多く、次に「所有者の施設等に入所」、「手

狭になったので住み替えた」と続きます。半数以上の方が現住居以外の住宅を所有していること

がわかりました。 

 

・空家等の建築年について 

「昭和４５年以前」が全体の４割と特に多く、旧耐震で建てられた現耐震基準を満たさないも

のが多いと考えられます。また、建築から５０年近く経過していることから、市場での流通、利

活用が難しい空家が多いことがわかりました。 

 

・新たな空家等の発生について 

令和になってから空家等になったものが全体の２割以上を占め、市場に流通し空家等でなくな

るものがある一方で、新たな空家等が発生していることが確認できました。 

 

・空家等の維持・管理について 

維持・管理の頻度については、「週１回程度」管理しているがもっとも多く、８割程度が何かし

らの維持管理を行っており、完全に放置されている空家等は限定的であることがわかりました。

「１回もしていない」との回答も一定数見受けられ、問題が生じていなくても予防的観点から空

家等の管理を検討していただく啓発をしていく必要があるといえます。 

また、維持・管理については、管理する時間がない、距離が遠い、身体的、年齢的に負担がか

かる等の理由により困っている方が多いことがわかりました。 

 

・今後の活用について 

約４割の方が、空家等の売買や賃貸を希望されています。未定の方も２割程ありました。今後

利用予定はないのでどうしたらよいかわからない、解体費用の支出が困難、売却したいが売却相

手が見つからない等の理由により困っている方が多いことがわかりました。 

 

・空家バンクについて 

制度の内容を知らない方が６割と最も多く、空家の所有者に認知度が低いことがわかりました。

利用意向については、半数程の方が利用したいと回答しました。今後は、制度の詳細説明を行った

後の申込意欲に変化があるのか、分析が必要です。 
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2-5 安八町のこれまでの取組 
 

平成２９年３月に本計画を策定してから現在までの間に、住宅の各段階の状況に応じた施策を、３

つの取組方針のもと実施してきました。 

 

(1)空家等の発生予防 

住宅所有者等の責務や空家等が引き起こす問題について周知を図るため、固定資産税の納税通

知書を活用し、情報発信を行いました。また、住宅所有者等の相談に対しては、安八町空家等対策

協議会（専門家含）による「安八町空家等相談会」を開催し、空家等発生の原因となり得る住宅に

関する 諸問題について、一人ひとりの実情に寄り添った対応を行ってきました。 

良好な住宅の整備として、木造住宅耐震化推進事業費補助金制度を引き続き実施し、将来的な空

家等の発生予防に努めました。 

 

(2)空家等の適切な管理の促進 

管理不全の空家等に対しては、近隣住民から寄せられた相談や苦情、実態調査から把握した情報

などをもとに、所有者等に対し、定期的かつ適切な管理を依頼するなど働きかけを行ってきました。

空家等の管理に悩む所有者等に対しては、シルバー人材センターの案内や、関連する支援制度の紹

介を行うなど、管理等を促しました。 

平成３１年４月には、安八町定住環境の形成及び環境保全を図るため、管理不全な状態にある空

家又は将来管理不全な状態になるおそれがある空家を除却する所有者に対して、空家除却費の３

分の１（上限３０万円）を補助する「安八町空家等除却支援事業」を創設しました。令和４年度ま

でに、７件の申請があり補助金の支払いをしました。 

また「安八町空家等相談会」を開催し、維持管理の必要性や、空家の処分等についての具体的な

取組方法を提案しました。 

 

(3)空家等の利活用の促進  

令和４年４月に、空家利活用や移住定住の促進を目的とした「安八町空家バンク制度」を創設し

ました。町のホームページに掲載し広く情報提供するとともに、パンフレットを作成し、固定資産

税の納税通知書を活用し、情報発信を行いました。令和４年度末までに、１件の物件登録申請と利

用者登録申請がありました。また具体的な空家バンク登録の相談があり、審査準備をした空家は２

件ありました。 

町外からの移住を促進し、定住人口の増加を図ることを目的とした「安八町定住促進助成金制度」

では、新築住宅だけではなく中古住宅も対象とした事業を実施し、利活用の促進に努めました。 
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第３章 空家対策に係る課題 
 

第２章での、これまでの取組や調査等から、以下のように整理しました。 

 

(1)空家の発生 

町内の空家等は、解消されるものがある一方、新たなものが常に生じています。空家等が存在す

ることで、地域の魅力が大きく損なわれます。空家等となる主な原因が所有者等の死亡であること

を踏まえると、今後高齢化が進行するなか、空家等の発生件数も増加が予測されます。相続などの

タイミングで、親の住んでいた住宅を所有することになるなど、誰もが空家等の所有者となり得る

状況です。空家等に対する意識を高めることで、空家等の発生そのものを抑制する施策を打ち出し

ていかなければなりません。 

 

（2）所有者等における課題 

所有者等に売却や利活用等の意向が無く、空家等の放置によるリスクの認識が十分でないため

に空家等が放置され、結果として地域住民の生活環境に影響を及ぼすケースがあります。遠方に居

住しているため、空家等の状況把握や維持管理が難しい、あるいは樹木剪定や空家等の修繕及び解

体にかかる資金が工面できない等の理由で適切に管理されていない空家等もあります。 

また、所有者等の高齢化が進み、特に単身者世帯においては、施設入所・死亡時の相続放棄等に

より所有者等が不在となるケースや、相続登記がされておらず所有者等が不明となり空家等が適

切に管理されず放置されるケースがあります。こうしたことから、所有者等に対する空家等の適切

な管理に関する情報提供や管理意識の醸成、適切に管理するための支援や相談等が必要であり、相

談支援の充実や、相続登記手続きの勧奨等が求められます。 

 

（3）中古住宅の流通・利活用における課題 

市場性の低い中古住宅は、流通・利活用に至らず、結果として適切に管理されない空家等となり

地域住民の生活環境に影響を及ぼすことになります。空家等の利用希望者と活用意向のある所有

者等の間で情報が不足していることにより、ニーズを満たす空家等の利活用につながっていない

状況があります。このことから、空家バンク等を通じた情報提供により、流通促進を図ることが求

められます。 

 

（4）庁内関係各課の連携及び関係団体との連携  

空家等における問題は多岐にわたることから、庁内関係各課で構成する連絡調整会議等により

空家等対策の推進に関し協議を行ってきました。空家等問題においては、相続問題や資金面、所有

者等の暮らし等も深く関係していることから、庁内関係各課の横断的な連携や関係団体との更な

る充実した連携体制が求められます。 
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第４章 空家等対策の基本方針 
 

4-1 空家等対策の基本的な考え方 
 

空家等は、所有者等の責任において、適切に管理されることが基本となります。法においても、「空

家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理 に努めるもの

とする。」と規定されています。 

しかしながら、所有者が使用予定のない空家の管理や賃貸売却の手段･相談先がわからない場合、

空家の所有者が経済的な事情などから、自らの空家の管理を充分に行うことができない場合や所有

者の特定が困難な場合など、防災･衛生･景観などの面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす

ことがあり、そのような場合において行政が主体となって、空家に対する 対策や所有者に対する支

援を実施する必要があります。そのため本計画では『第２章 空家の現状』を踏まえ、地域住民の生

命、身体又は 財産を保護するとともに、地域住民の生活環境の保全を図るため空家の発生前から予

防策を講じ、所有者と連携した対処や適正管理、所有者の意向に応じた活用･流通の支援、地域活性

化の観点から空家等の有効活用を促進する一方で、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等につい

ては必要な措置を講ずるなど、空家がもたらす多岐にわたる問題に対しての対策を総合的かつ計画

的に推進します。 

 

◆建物等の状態に伴う対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

空家等の発生を 

抑制する予防対策 

                                        管理不全 空家化 利用中 

空家前 

管理不全な空家等を 

解消する対策 

発生した空家等の 

維持管理・利活用 

空家後 
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4-2 対象とする地域  
 

空家等は町内全域に存在するため、本計画の対象区域は、町全域とします。 

 

4-3 空家等対策の基本目標 
 

前計画期間での取組やその振り返りを踏まえ、空家に関する対策を総合的かつ計画的に推進する

ため、以下の４つの基本目標を定めます。 

 

○基本目標 １．空家等の発生の予防 

将来的に空家の増加が見込まれる中、新たな空家の発生を防ぐことが必要となることか

ら、居住している所有者に対しても管理責任意識を高めるための啓発活動を行います。 

 

○基本目標 ２．空家の利活用の促進  

利活用が可能な空家等は、地域の資源と捉え、空家等を活用した地域の活性化を促しま

す。 

 

○基本目標 ３．空家等への適切な管理の促進  

管理不全の空家等が、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないように、所

有者等による適切な管理を促します。 

 

○基本目標 ４．管理不全な空家等および特定空家等への対応 

      管理不全の空家等が、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないように、所

有者等による適切な管理を促しますとともに、特定空家等については、法令にもとづいた

措置を実施します。 

 

4-4 空家等対策の主体 
 

空家等の維持管理は、第一に所有者等が管理責任者となります。しかし、一部には、その管理責任

を全うすることが困難な所有者等も存在することから、町はその対応を図る必要があります。また、

空家等を減らす取組や、新たな空家等を発生させない取組も必要となります。そのため、町は空家法

に基づく空家等対策計画を策定し、その対策を実施します。 

一方で、空家等は個人資産であり、その管理は所有者等の裁量に任されることとなっていますが、

適切な管理を行わず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことまで許されるわけではありません。その

ため、空家等の所有者等は、所有する空家等が防災・衛生・景観等において地域住民の生活環境に悪

影響を及ぼさないように、空家等の適切な管理に努める必要があります。 
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第５章 空家等対策の推進 
 

5-1 空家等の発生を抑制する予防対策 
 

空家対策の最も効果的な手段は、空家等の発生自体を抑制することです。特に、施設入所や移転･

転居については、ある程度空家になる時期的な予定が立つことから、事前に情報を入手して対応する

ことにより、空家になる前に利活用の方策について検討することが可能です。また、相続については、

令和６年４月より相続登記申請義務化が施行されることから、早期に情報提供を開始し、併せて相談

体制を整備する必要があります。 

 

○空家の発生抑制のための情報提供 

・空家の発生抑制や適正管理、利活用に資する情報提供について、町広報紙や町公式ホームペー

ジを活用するほか、固定資産税等納税通知書への啓発ちらしの同封や、民生児童委員協議会な

どの関係団体への情報提供などの取組を継続します。 

 

・空家等の発生要因として、死亡、施設入所や転居が高い割合を占めていることから、福祉課や住

民環境課と連携し、情報提供を受ける仕組みについて検討します。 

 

・令和６年４月より相続登記申請義務化が施行されることから、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯を対

象として、所有する住宅の将来の見通しや準備について考えることの必要性を周知･啓発すると

ともに、高齢者の相続に関する相談会や情報提供の機会創出について検討します。 

 

 
出典：空家所有者情報の外部提供に関するガイドライン.H30,国土交通省 住宅局 
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出典：空家所有者情報の外部提供に関するガイドライン,H30,国土交通省 住宅局  
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5-2 空家等の利活用の促進 
 

空家等は、所有者の資産であるとともに、新たに人が住むきっかけをつくる「まちの資源」です。

また、地域の課題解決につながる多面的な活用が期待される「まちの資源」としても捉えていき、市

場での流通促進や空家再生など有効な利活用を促進する対策に取り組みます。 

岐阜県空家等利活用事例集では、郡上市において空家活用実証事業として、空家を回収しモデルハ

ウスとして活用しています。 

 

 

出典：岐阜県空家等利活用事例集,H28,岐阜県 
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また、郡上市はテレワークのまち郡上推進事業として、テレワーク型ワークスタイルを提案し、空

家をモデルワークハウスとして整備し活用しています。 

 

 

 

出典：岐阜県空家等利活用事例集,H28,岐阜県 
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〇空家バンクの活用促進 

・所有している空家等を利活用したい方および住宅を求める方双方に対して、空家バンクを紹

介し、利活用をさらに促進します。 

 

 

 

出典：地方公共団体の空家対策の取組事例１,H28,国土交通省 
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〇空家バンク登録促進に向けた補助事業の設置 (新規事業) 

・空家バンクの登録および登録物件の流通を促進するため、空家バンク登録物件に対する家財道

具処分費やリフォーム費用の補助を検討します。 

 

 
 出典：北陸地方における空家対策と取組事例 H27（国土交通省 北陸地方整備局 建設部） 

 

 

出典：北陸地方における空家対策と取組事例,H27,国土交通省 北陸地方整備局 建設部 
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〇空家等を活用した移住・定住の促進 

 ・移住・定住希望者へ空家バンク登録物件を紹介することにより、住宅市場の物件に加え、移

住先としての住宅の選択肢を拡大していきます。 

 

 

 

出典：移住・定住施策の好事例集（第１弾）,H29,内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 
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出典：移住・定住施策の好事例集（第１弾）,H29,内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 
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〇公共的な施設での利活用 

 ・公共的な施設の設置に当たり、空家等の活用を優先的に検討するなど、空家等の利活用に努

めます。 

 

 

出典：空家等利活用事例集,H28,岐阜県空家等対策協議会 
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出典：空家等利活用事例集,H28,岐阜県空家等対策協議会 
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5-3 空家等への適切な管理の促進 
 

空家等が発生しても、相続人の間で空家の取り扱いについて意見がまとまらない場合や、空家等の

中の家財道具や仏壇などの対応が未定である等、様々な理由から活用や解体といった手段を選択で

きない所有者もいることから、所有者としての最低限の適正管理について意識啓発を行うとともに、

適正管理に資する情報提供を継続します。 
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○所有者へのパンフレット等による意識啓発 

・空家等の所有者となった場合に適切な管理を行う責務があること、適切な管理を行わないと起

こる問題、周辺に及ぼす影響など、各種媒体により情報提供を行い、管理不全となる空家等の

抑制に努めます。また、固定資産税等の納税通知書を活用し、空家等の適切な管理をするため

の情報等を送付することにより、引き続き町内の建物所有者に対する周知を図ります。 

 

 

出典：空家対策に関する実態調査,H31,総務省 
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出典：空家対策に関する実態調査,H31,総務省 

 

  



- 37 - 

〇自治会との連携 

 ・空家等の著しい管理不全を未然に防げるよう、引き続き地域自治会等と相互に連携していきま

す。また、地域の自主防犯組織の防犯活動にあわせて行う空家等の見守りを支援するなど、地

域ぐるみで空家等の見守りを進めます。 

 ・山形県酒田市では、自治会による空家等の見守り活動の支援を行っており、月に１回程度の見

守りを行っており、独自の空家の地図やリストなどを作成しています。 

 

 

出典：地方公共団体の空家対策の取組事例 1,H28,国土交通省 
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 ・岡山県の空家対策モデル地区事業では、地域の問題を自治会で改善できるような取組を行っ

ており、地区単位でさまざまな取組を進めています。 

 

 

出典：市町村空家対策モデル地区事業,R2, 岡山県土木部都市局住宅課 
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出典：市町村空家対策モデル地区事業,R2,岡山県土木部都市局住宅課 
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〇事業者等との連携 

 ・空家等の管理や小修繕、敷地内の除草など、所有者自身で対応することが難しい場合に、安

八町シルバー人材センター等を紹介します。 

 

 

出典：北陸地方における空家対策と取組事例,H27,国土交通省 北陸地方整備局 建設部 
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〇空家等の除却事業の促進 

 ・平成３１年度より実施した「安八町空家等除却支援事業」について、周知を図り、空家等除

却をさらに推進します。 

 

 

出典：北陸地方における空家対策と取組事例,H27,国土交通省 北陸地方整備局 建設部 

 

 

出典：北陸地方における空家対策と取組事例,H27,国土交通省 北陸地方整備局 建設部 
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出典：岐阜県空家等除去費支援事業補助金交付要綱,R3,岐阜県 
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出典：安八空家等除去費支援事業補助金交付要綱,R2,安八町 
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〇ふるさと納税の返戻金としての支援の検討 (新規事業) 

 ・遠方に居住している所有者等も容易に空家等の管理が行えるよう、空家等の管理サービス等

のふるさと納税返礼品への追加を検討します。 

 

 

出典：第 2 期駒ヶ根市空家等対策計画,駒ヶ根市 
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5-4 管理不全な空家等及び特定空家等への対応 
 

地域住民の生活環境に、深刻な影響を及ぼす可能性のある特定空家等に関しては、地域住民の生命、

身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずることが求

められます。町では、実態調査結果に基づいて特定空家と判定された空家等に対して、管理不全な状

態の改善に資する情報提供や助言を行います。それでもなお状態が改善せず、町長により特定空家と

認定された空家等については、所有者に対して空家法に基づく措置を講じます。ただし、管理不全な

空家について緊急の対応を要する危険が切迫している場合については、 町条例に基づく緊急安全措

置の実施を検討するほか、空家法以外の法令により必要な措置を講じる場合、関係法令に基づく措置

が円滑に行われるよう、庁内での情報共有や連携に努めます。 
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○空家等の早期発見とデータベースの更新 

・計画期間中の新規空家等の把握について、戸籍、住民基本台帳、水道閉栓情報など、庁内で保

有する情報を利用した効率的･効果的な把握体制を構築します。 

・自治会に対して空家等の情報の提供を依頼しているところですが、自治会が積極的に情報提供

することで、住みよい地域となるような好循環モデルの構築を検討します。 

 

 

出典：空家所有者情報の外部提供に関するガイドライン,H30,国土交通省 住宅局 
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出典：空家所有者情報の外部提供に関するガイドライン,H30,国土交通省 住宅局 
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〇管理不全な空家等への対応 

 ・空家等が管理不全状態になった時は、所有者等が状態を改善できるよう働きかけを行うとと

もに、個々のケースに合わせ、適切な対応を行います。 

 

 

出典：空家所有者情報の外部提供に関するガイドライン,H30,国土交通省 住宅局 
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〇特定空家に対する措置  

・特定空家の判定については、「安八町特定空家等判断基準」に基づいて判断します。特定空家

に対する措置については、空家法第１４条に則り、客観性･公平性に留意しながら適切に対応

します。 町条例に基づく手順 ・管理不全な空家について、地域住民の生命、身体又は財産に

危害などを及ぼすことを防ぐため、緊急の措置が必要であると認められるときは、町条例の規

定に基づき、必要な最低限の措置として「緊急安全措置」を講じます。 

 

 

 出典：地方公共団体の空家対策の取組事例 1,H28,国土交通省 
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出典：地方公共団体の空家対策の取組事例 1,H28,国土交通省  
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◆特定空家等の判断フロー 

  

空家等の調査の実施 

（必要に応じて実施） 

町民等からの周辺に悪影響を 

及ぼしている空家等に関する相談 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

1.建築物が著しく保安上危険となるおそれがある 

(1)建築物が倒壊等するおそれがある 

(2)屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある 

2.擁壁が老朽化し危険となるおそれがある 

適切な管理が行われていないことにより著しく衛生・景観上、損なっている状態 

1.建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある 
(状態の例) ・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況 

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生 

・排水等の流出による臭気の発生 

⇒地域住民の日常生活に支障を及ぼしている 

2.ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある 
(状態の例) ・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生 

・上記要因により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生 

⇒地域住民の日常生活に支障を及ぼしている 

3.適切な管理が行われていない結果、周囲の景観と著しく不調和な状態（以下の状

態）である 
(状態の例) ・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置 

・多数の窓ガラスが割れたまま放置 

・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置 

・立木竹等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂 

・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置 

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

1.立木竹が原因で、以下の状態にある 
(状態の例) ・立木竹の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が

大量に散らばっている 

・立木竹の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている 

2.空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある 
(状態の例) ・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生 

・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生 

・敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散 

・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生 

・住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入 

・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来 

⇒地域住民の日常生活に支障を及ぼしている 

3.建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある 
(状態の例) ・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入

できる状態で放置されている 

・屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空家からの落雪が発生し、歩

行者等の通行を妨げている 

・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している 

立入調査などで以下を確認 

左
記
に
該
当
す
る
項
目
が
多
く
、
町
民
等
か
ら
の
相
談
の
あ
る
も
の
を
「
特
定
空
家
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」
に
想
定 
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八
町
空
家
等
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◆特定空家等に対する指導の流れ 

 

  

 

 

所有者等への影響 

住宅用地特例の解除 

過料・第三者への告示 

費用の徴収 

戒告、履行期間、再戒告 

事前に通知（書面）、猶予期間 

猶予期間 

特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置 

特
定
空
家
等
の
決
定 

※ 再三の指導にも未対応 

管理不全な空家等に 

対する任意の助言・指導 

※ 必要に応じて開催 

協議会 

（助言・協力） 

協議会 

（助言・協力） 

管理不全な空家等 

立入調査 

特定空家等の認定 

措置内容の決定 

助言・指導 

勧告 

命令 

代執行 

特定空家等の決定 
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第６章 実効性の確保 
 

本計画による空家等対策については、その実効性を確保するために、行政のみならず、住民や専門

家団体、民間事業者等、各主体が連携し、協働で取組むこととします。 

 

6-1 住民、民間事業者等との連携 
 

空家等の対策は、単なる住宅対策に留まらず多岐にわた

るため、多様な主体との連携が必要といえます。特に、自

治会等の住民は空家等の情報を把握していることが多い

ことから、地域との連携を図りつつ、空家等をまちづくり

の問題として捉え、協働による取組を推進します。 

また、空家等の発生抑制や活用、適正管理については、

不動産や法律、建築等に関する各種の専門的な知識・知見

も不可欠であることから、関係団体との連携強化を図りつ

つ、民間事業者等のノウハウも活用しながら、より有効な

対策を推進します。 

 

6-2 専門家との連携による空家等対策の体制 
 

本町では、専門家や有識者との協議を行い、意見等をいただきながら空家等対策を推進するため、

空家法第７条に基づき、平成２８年１１月に安八町空家等対策協議会を設置しました。 

協議会の委員は、町長をはじめ、住民、建築・不動産・福祉等の専門家や有識者等で構成しており、

協議会の委員の助言・協力のもと、地域の課題に応じた空家等対策を検討・実施していきます。 

 

◆構成委員 

 

 

※空家法第7条 

1 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下この条において「協

議会」という。）を組織することができる。 

2 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、

建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

 

 

 

区 分 分 野 

行  政 安 八 町 長 

地域住民 区長会長・地域住民代表 

不 動 産 宅 地 建 物 取 引 士  

建  築 建 築 士 

福  祉 民生児童委員協議会長 

住民 

関係 

団体 
安八町 
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6-3 庁内連携体制 
 

空家等がもたらす問題は、防災、衛生、景観等、多岐にわたり、部署を横断した対応が必要となり

ます。このため、庁内に空家等対策の取りまとめ部署を設置し、各部署がそれぞれの役割を担い、内

部で連携して取組むものとします。 

また、庁内における連携・調整や協議は、関係各課の係長職で構成する「空家等対策推進委員会」

にて実施していきます。 

 

◆空家等対策推進委員会関連部署及び各部署の役割 

役  割 主な担当部署 連絡先 

○空家等対策の総合窓口 

○本計画の進捗管理 

○火災に関すること（火災の危険性等） 

総務課 0584-64-7100 

○衛生に関すること（不法投棄、害虫、動物等） 

○景観に関すること 
住民環境課 0584-64-7105 

○建築物に関すること(倒壊の危険性等) 建設課 0584-64-7112 

○居宅支援に関すること 福祉課 0584-64-7104 

○税金に関すること（税に関する相談等） 税務課 0584-64-7102 

○移住定住に関すること 企画調整課 0584-64-7101 


